
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年　５月１５日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

3   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 1号機

タービン補機冷却系熱交換器（Ｂ）点検時、伝熱管全２８４０本中１本に外面傷を確認したため、当
該伝熱管に閉止栓取付。
なお、閉止栓の許容本数４７本未満（現在は５本閉止）であることから、熱交換器の性能に影響は
ない。

ＧⅢ 5月13日

2 4号機
非常用ディーゼル発電設備（Ｂ）空気圧縮機（Ｎｏ．２）点検時、油フィルターの一部破損を確認した
ため、当該油フィルターを交換。

ＧⅢ 5月12日

3 4号機

補機冷却海水系・原子炉補機冷却系第２中間ループ熱交換器（Ｂ）出入口海水差圧指示計におい
て、指示値のダウンスケール（指示値の目盛板下限値未満）を確認したため、当該差圧指示計を
点検・修理。
なお、他の計器にて監視が可能であることから、監視機能に影響はない。

ＧⅢ 5月13日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年　５月１５日（金）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に
必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

区分　Ⅰ：

そ の 他：

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：


